


令和２年度 第１回河内長野市障がい者施策推進協議会 会議録 

 
 
実施日時：令和２年８月３１日(月) １３時３０分 ～ １４時５０分 

場  所：市役所 ８階 ８０２会議室 
参 加 者：河内長野市障がい者施策推進協議会委員 １３名 
事 務 局：亀井福祉部長・古谷障がい福祉課長・岩村補佐・西尾支援係長・藤本交付係長 
     ㈱サーベイリサーチ萬関（計画策定委託業者） 

 
【開会】 

 

【案件１】第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画策定について 
  資料１から資料６に基づき事務局説明 

 
［吉村委員］ 

  アンケート調査の対象者について、手帳所持者から任意抽出していますが、精神の対象

の方で引きこもりや入院中の方など、推定３千人の方にも必要ではないのですか。 

 活動指標について各障がい者ごとの利用の集計はできないのですか。 

 

［事務局］ 

  障がい者の特定方法として、手帳所持者でしか判断できないため、手帳所持者からアン

ケート調査を実施しました。 

 障がい者ごとの集計については、計画策定時には行います。 

 

［黒田委員］ 

  手帳を所持していない障がいがある方の把握は難しいと思います。入院データは、府や

病院では把握しています。 

 

 

【案件２】 第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画にかかる状況等について 

 資料３から資料６に基づき事務局説明 

 

［黒田委員］ 

資料３の④地域生活支援拠点等の整備の目標が、機能強化とあるが、具体的に何を行っ

ていますか。 

⑥就労移行支援事業の利用者数の目標が実績より多いのはどうしてですか。 

資料４活動指標の短期入所の利用が計画より少ないのはなぜですか。 



 

［事務局］ 

地域生活支援拠点等の整備については、大阪狭山市、富田林市、河内長野市の３市で、

面的な整備を行いました。具体的な内容として、コーディネーター事業、グループホーム

体験事業、緊急居室確保事業等を行っています。委託業者は、富田林市にあるつじやま相

談室となっています。また、昨年度からは、千早赤坂村、太子町、河南町も事業に参加し、

６市町村での事業の取組となっています。 

就労移行支援事業の利用人数については、当初計画作成の目標である障がい者施設から

の就労目標が掲げられていたため、目標を多く設定していたが、実際に利用される対象者

が、就労移行支援事業を利用されていたため、新規での利用対象者が、支援学校を卒業さ

れる方のみとなってしまい、利用者数は増加しませんでした。 

短期入所の利用が少なくなった件については、国からのロングショートの利用が好まし

くないとの通知を受けて、ロングショートでの支給決定者数が減少したことと、ロングシ

ョートを利用していた方が、施設入所できたためだと思われます。 

 

［吉村委員］ 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムとは、どんなものですか。 

 

［事務局］ 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムについて、具体的には今は分かりません。 

 

【案件３】本市の手話に対する施策について 

 資料７に基づき事務局説明 

 

［堀川委員］ 

聴覚障がい者とろう者の違いを、教えてください。 

 

［事務局］ 

聴覚障がい者とは、聞こえの不自由な方をいい、その中でも、音声言語を取得する前に

失聴した方で、手話を第一言語としている方をろう者といいます。 

 

［黒田委員］ 

ろう者と聴覚障がい者はほぼイコールでありますが、ろうの方達は、自分たちのことを

聴覚障がい者と言わず、ろう者といいます。その理由は、手話を使ってコミュニケーショ

ンを取る私たちはろう者であるというアイデンティティがあるためです。英語でも、def

と全て小文字で書く場合は聴覚障がい者と、Def とディ―の文字のみ大文字で書く場合は

ろう者という意味になるという違いがあります。手話が禁止されていた歴史もあり、手話



を第一言語とするろうの方達にとって、ろう者という言葉を使用することは大切なことで

あると考えられています。 

 

【その他】について 

［事務局］ 

次回の協議会ですが、今回の意見とアンケート調査の結果等により、次期福祉計画案を

１０月ごろ完成予定となっていますので、１０月ごろに第２回目の協議会を開催いたしま

す。ご参加のほどよろしくお願いします。 

 

【閉会】 

 

                              －以 上－ 
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